


別添

警察署長の行う 駐車許可の事務取扱要領

第１ 目的

この要領は、道路交通法（ 昭和 35年法律第 105号。以下「 法」 と いう 。 ） 第 45
条第１項ただし書及び第 49 条の５並びに同法に基づいた広島県道路交通法施行細
則（ 昭和35年広島県公安委員会規則第15号。以下「 細則」 と いう 。 ） 第６条に規
定する駐車禁止場所又は時間制限駐車区間における警察署長の駐車許可（ 以下「 駐

車許可」 と いう 。 ） について、 必要な事項を定めるこ と を目的と する。

第２ 細則における用語の意義

細則第６条における用語の意義は、次のと おり と する。

１ 「 駐車により 交通に危険を生じ、又は交通を著し く 阻害する時間帯」 と は、交

通管理者である所轄警察署長（ 以下「 署長」 と いう 。 ） が交通の危険性又は交通

の阻害性があると 認めた時間帯をいい、 こ こ にいう 危険性又は阻害性については

具体的なものではなく 抽象的なもので足り る。

２ 「 駐車に係る用務の目的を達成するために必要な時間」 と は、 当該用務に付随

する貨物の積卸し、 貨物の集配、伝票の受取り 等に要する時間をいい、 当該用務

以外の営業行為等は含まない。

３ 「 駐車禁止の規制のみが実施されている場所」 と は、 広島県公安委員会（ 以下

「 公安委員会」 と いう 。 ） が法第４条の規定に基づき道路標識等を設置して駐車

を禁止した道路の部分をいい、 法第 44 条第１項の駐停車を禁止する場所及び法
第 75 条の８の駐停車禁止場所は含まない。 ただし 、駐車禁止規制が実施されて
いる道路であっ ても、法第45条第２項に規定する無余地と なる場所は含まない。
また、法第 45 条第１項各号に規定する法定の駐車禁止場所においては放置駐車
と なる場合は含まない。

４ 「 駐車により 交通に危険が生じ、又は交通を著し く 阻害する場所」 と は、交通

管理者である署長が交通の危険性又は交通の阻害性があると 認めた場所をいい、

こ こ にいう 危険性又は阻害性については具体的なものではなく 抽象的なもので

足り る。

５ 「 公共交通機関等の当該車両以外の交通手段」 と は、 Ｊ Ｒ、 バス、 電車等の公

共交通機関を用いた交通手段のほか、当該車両以外の車両を使用した交通手段を

いう 。

６ 「 ５分を超えない時間内の貨物の積卸しその他駐車違反と ならない方法」と は、

駐車に至らない法第47条第１項に規定する停車等をいう 。
７ 「 路外駐車場、路上駐車場及び駐車が禁止されていない道路の部分のいずれも

存在せず、又はこれらの利用が困難と 認められるこ と 」 と は、 駐車許可の申請時

間において当該車両を収容するこ と が可能な路外、路上駐車場がない場合及び駐

車禁止規制が行われていない道路がない場合をいう 。



こ の場合において、 路外及び路上駐車場は有料、無料の別を問わない。 また、

駐車禁止規制が行われていない道路と は、 駐車禁止規制が行われていない道路、

当該申請に係る車両が駐車するこ と が可能な車種を限定した駐車禁止規制が行

われている道路、駐車禁止規制場所における法第 47 条第３項に規定する路側帯
内の駐車が可能な道路等をいう 。

８ 「 重量若しく は長大な貨物」 と は、分割できない貨物で、 かつ、 １名で又は台

車により 搬送するこ と ができない貨物をいう 。

なお、精密機械等その貨物の性質等から 、 目的地の直近に駐車し当該貨物を積

み卸す必要が認められる場合や分割できる貨物であっ ても引越等多量な荷物の

積卸しと 認められる場合においては、重量若し く は長大な貨物に準ずるものと す

る。

また、 「 身体の障害その他の理由により 移動が困難な者の輸送」 と は、 介護保

険法に規定するデイケアサービス等において行う 被介護者の入所等、被搬送者の

個別の事情により 移動が困難であるため、 その搬送等目的地の直近に駐車する必

要が認められる場合のこ と をいう 。

９ 「 当該用務先からおおむね 100メ ートル以内」 と は、 原則、当該用務先から直
線距離で 100メ ートル以内の範囲をいう 。

10 「 当該時間制限駐車区間を利用する他の車両を著しく 妨害する」 と は、 当該駐
車により 、他の車両が当該時間制限駐車区間の駐車枠に駐車するこ と が困難であ

る場合、同区間に駐車中の他の車両が駐車枠から出るこ と が困難な場合、同区間

の案内看板等の視認性が妨げられる場合、 パーキング・ チケッ ト発給機器の利用

が困難な場合等をいう 。

11 「 当該時間制限駐車区間において道路標識等により 表示された時間以内の駐車
その他駐車違反と ならない方法によるこ と がおよそ不可能と 認められる用務」 と

は、目的地の直近に駐車せざるを得ない用務で、 かつ、引越等多量な荷物の積卸

し等、当該貨物の積卸しが長時間に及ぶものをいう 。

12 「 当該駐車に係る行為が、日時、場所及び用務の特定された駐車許可の申請で
あっ て、複数の場所に連続的に駐車するこ と と なるものについては、次に掲げる

要件をすべて充足する場合」 の項における用語の意義は、次のと おり と する。

⑴ 「 車両が同一」 と は、同一の自動車登録番号又は車両番号の車両をいう 。

⑵ 「 駐車に係る用務が同一」 と は、貨物の積卸し用務、介護保険法に規定する

介護用務、緊急検体の搬送用務、在宅酸素保守点検用務、税の徴収用務等の用

務をいう 。

⑶ 「 同一時間に同一場所に駐車する行為」 における「 同一時間」 と は、 前２の

駐車に係る用務の目的を達成するために必要な時間をいい、 １日数回に及ぶ時

間を含む。

なお、 こ こ にいう 必要な時間と は、長期間に及ぶ包括許可の性格上、用務の

所要時間に一定の時間幅を加えた時間を含む。 ただし 、 こ の場合においても用

務の所要時間は特定される。



「 同一場所」 と は、 道路上の特定された場所をいう 。 ただし 、 長期間に及ぶ

包括許可の性格上、当該車両の前後に余地を持たせた範囲を特定した場所も含

む。

第３ 駐車許可の対象と する道路

１ 法第45条第１項の規定による駐車許可（ 駐車禁止場所における駐車許可）
公安委員会が法第４条の規定に基づき道路標識等を設置して駐車を禁止した

道路の部分。 ただし、法第45条第２項に規定する無余地と なる場所を除く 。
なお、法第 45 条第１項各号に規定する法定の駐車禁止場所においては、 放置
駐車と ならない駐車については許可対象と する。

２ 法第 49 条の５の規定による駐車許可（ 時間制限駐車区間規制における駐車許
可）

公安委員会が法第４条の規定に基づき道路標識等を設置して時間制限駐車区

間規制をした道路の部分

第４ 駐車許可の要件

駐車許可の要件については、細則第６条に示されていると おり であり 、 駐車禁止

場所及び時間制限駐車区間規制における駐車許可について、申請日時、申請場所、

駐車に係る用務、及び駐車可能な場所について次に示す要件をすべて満たしている

こ と 。

１ 法第45条第１項の規定による駐車許可（ 駐車禁止場所における駐車許可）
法第45条第１項の規定による署長の駐車許可は、車両の駐車が次の各号のいず
れにも該当する場合に行う ものと する。

⑴ 申請日時が、次のいずれにも該当するこ と 。

ア 駐車（ 許可に条件を付す場合にあっ ては、当該条件に従っ た駐車。次号に

おいて同じ。 ） により 交通に危険を生じ、 又は交通を著しく 阻害する時間帯

でないこ と 。

イ 駐車に係る用務の目的を達成するために必要な時間を超えて駐車するもの

でないこ と 。

⑵ 申請場所が、次のいずれにも該当するこ と 。

ア 道路交通法（ 昭和 35年法律第 105号。以下「 法」 と いう 。 ） 第 45条に基
づく 駐車禁止の規制のみが実施されている場所（ 法第45条第２項の規定に基
づく 無余地と なる場所及び放置駐車と なる場合にあっ ては同条第１項各号に

掲げる場所を除く 。 ） であるこ と 。

イ 駐車により 交通に危険が生じ、又は交通を著しく 阻害する場所でないこ と 。

⑶ 駐車に係る用務が、次のいずれにも該当するこ と 。

ア 公共交通機関等の当該車両以外の交通手段によっ たのでは、 その目的を達

成するこ と が著し く 困難と 認められる用務であるこ と 。

イ ５分を超えない時間内の貨物の積卸しその他駐車違反と ならない方法によ

るこ と がおよそ不可能と 認められる用務であるこ と 。



ウ 法第77条第１項各号に規定する行為を伴う 用務でないこ と 。
⑷ 駐車可能な場所について、 次に掲げる範囲内に路外駐車場、路上駐車場及び

駐車が禁止されていない道路の部分のいずれも存在せず、又はこれらの利用が

困難と 認められるこ と 。

ア 重量若しく は長大な貨物の積卸し又は身体の障害その他の理由により 移動

が困難な者の輸送のために用務先の直近に駐車する必要がある車両にあっ て

は、当該用務先の直近

イ その他の車両にあっ ては、当該用務先からおおむね 100メ ートル以内
２ 法第 49 条の５ の規定による駐車許可（ 時間制限駐車区間規制における駐車許
可）

法第49条の５の規定による署長の駐車許可は、当該駐車が次の各号のいずれに
も該当する場合に行う ものと する。

⑴ 申請日時については、 駐車に係る用務の目的を達成するために必要な時間を

超えるものでないこ と 。

⑵ 申請の場所及び方法が、次のいずれにも該当するこ と 。

ア 場所については、当該時間制限駐車区間を利用する他の車両を著し く 妨害

する場所でないこ と 。

イ 方法については、当該方法で駐車するこ と により 、 交通に危険を生じ、又

は交通を著しく 阻害するこ と と ならないこ と 。

⑶ 駐車に係る用務が、次のいずれにも該当するこ と 。

ア 公共交通機関等の当該車両以外の交通手段によっ たのでは、その目的を達

成するこ と が著し く 困難と 認めら れる用務であるこ と 。

イ 当該時間制限駐車区間において道路標識等により 表示された時間以内の駐

車その他駐車違反と ならない方法によるこ と がおよそ不可能と 認められる用

務であるこ と 。

ウ 法第77条第１項各号に規定する行為を伴う 用務でないこ と 。
⑷ 駐車可能な場所について、 前項第４号に掲げる範囲内に、 路外駐車場、路上

駐車場及び駐車が禁止されていない道路の部分のいずれも存在せず、又はこれ

らの利用が困難と 認められるこ と 。

第５ 駐車許可の申請等

１ 申請者

駐車許可の申請者は、個人の場合は許可を受けよう と する許可対象車両の運転

者又はその委託を受けた者、事業所等の場合はその代表者又は委託を受けた者と

する。

申請及び届出は、原則、申請者が行う こ と と するが、申請者が法人の場合で当

該法人の内部規定により 申請に係る駐車の業務管理等の権限を法人代表者から

下位の機関、部署等に付与している場合の申請者は、当該下位の機関、部署等の

代表者と するこ と ができる。



２ 駐車許可の件数

駐車許可は、駐車する車両ごと に、 １箇所（ 場所） 及び時間帯における駐車行

為（ 以下「 一駐車行為」 と いう 。 ） に対して個別に許可するものと する。

ただし 、 日時、場所及び用務の特定された駐車許可の申請であっ て、 複数の場

所に連続的に駐車するこ と と なるものについては、次に掲げる要件を全て充足す

る場合に限り 、 包括して１件の申請により 行う こ と ができる。

また、 用務の性質上、許可を受けよう と する駐車の場所が、 複数の警察署の管

轄区域にわたると きは、 そのいずれかの警察署の署長に提出すれば足り るものと

し、 申請の受理や駐車許可証の交付を一の警察署で一括して行う ものと する。

⑴ 車両が同一であるこ と 。

⑵ 駐車に係る用務が同一であるこ と 。

⑶ 同一時間に同一場所に駐車する行為であるこ と 。

３ 申請の時期

駐車許可の申請時期は、申請者において許可に係る所要日数を考慮してその都

度申請させるものと する。 ただし、 包括的駐車行為における申請で、現に許可し

ている駐車許可の継続的申請については、現許可の許可期間満了日の１月前から

申請するこ と ができる。

また、 申請する駐車場所が複数の警察署の管轄区域内にまたがる場合につい

て、申請の受理や許可証の交付を一の警察署で一括して行う と きは、申請期限は

原則と して１週間前と するこ と 。

４ 申請書類及び提出先等

駐車許可の申請のほか、記載事項変更、再交付及び返納における申請書様式等

については下表のと おり と する。

種別 様式・ 部数 添付書類・ 部数 提出先

許可申請

（ 一駐車行為）

駐車許可申請書

（ 細則別記様式第６号）

２部 別表第１のと おり

２部

駐車場所を管轄する警察署（ 分

庁舎を含む。 ）

包括的駐車行為に対する駐車許

可において駐車場所が複数の警

察署の管轄区域内にまたがる場

合は、一の警察署に申請を行う 。

許可申請

（ 包括的駐車

行為）

駐車許可申請書

（ 細則別記様式第６号）

２部

記載事項変更 駐車許可証記載事項変更届

（ 様式第１号）

２部

別表第２のと おり

２部

駐車許可証を交付された警察署再交付 駐車許可証再交付申請書

（ 様式第２号）

２部

別表第２のと おり

２部

返納 駐車許可証返納届出書

（ 様式第３号）

１部

別表第２のと おり

１部

県内全ての警察署（ 分庁舎を含

む。 ）



５ 「 警察行政手続オンラ イン化システム」 による申請

上記４の申請種別のう ち、 許可申請（ 一駐車行為及び包括的駐車行為） 及び

再交付申請、記載事項変更については、警察庁が構築した「 警察行政手続オン

ラ イン化システム」 により 申請するこ と ができる。 こ れにより 申請される許可

の事務処理要領は別の定めによるものと する。

６ 駐車日時等を追加する場合の措置

許可期間内に駐車日時又は場所（ その双方である場合を含む。以下「 駐車日時

等」 と いう 。 ） を追加するための申請については、許可された駐車日時等を含む

全ての駐車日時等を記載した添付書類を新たに作成し、提出を求めるのではなく 、

追加する駐車日時等に係る書面を申請書に添付するこ と で差し支えないこ と と す

る。

７ 駐車許可の期間等

⑴ 一駐車行為

一駐車行為に対する許可の期間、場所は、申請に係る日時、場所に限っ て許

可するものと する。

⑵ 包括的駐車行為

包括的駐車行為に対する許可の期間、場所は、申請に係る複数の場所、日時

を特定して許可するものと する。 こ の場合における許可の期間は、許可の有効

期間中に当該許可対象の道路車線の減少その他の道路環境の変化が生じるこ と

が合理的に予想される場合や、当該用務が短期間である場合等の例外的な場合

を除き、 原則と して１年以上と する。

第６ 駐車許可の手続等

１ 審査

署長は、駐車許可の申請を受理したと きは、次により 駐車許可の適否について

審査するものと する。

なお、駐車許可の是非は、当該申請に係る場所が駐車規制のみが行われている

道路の部分にあるこ と を確認の上、当該駐車に係る特別の事情への配慮の必要性

と 駐車規制の必要性と を比較衡量するこ と により 決するべきものであるこ と か

ら 、 駐車許可の申請に対しては、駐車の日時、場所、用務その他当該場所に駐車

せざるを得ない特別な事情について適切な審査を行う ものと する。

⑴ 法第45条第１項の規定による駐車許可（ 駐車禁止場所における駐車許可）
ア 申請書の記載事項及び添付書類が形式的要件を具備しているこ と 。

イ 申請に係る日時、場所、用務等が上記第４の１ に示す要件に該当するこ と 。

⑵ 法第 49 条の５の規定による駐車許可（ 時間制限駐車区間規制における駐車
許可）

ア 申請書の記載事項及び添付書類が形式的要件を具備しているこ と 。

イ 申請に係る日時、場所、用務等が上記第４の２ に示す要件に該当するこ と 。

⑶ 包括的駐車行為に対する許可

前(1)又は(2)の審査事項以外に、上記第５の２ に示す要件に該当するこ と 。



２ 許可証の交付

⑴ 許可条件

署長は、審査の結果、駐車の許可を行う 場合は、駐車許可証（ 細則別記様式

第６号） を申請者に交付するものと する。

なお、駐車許可を行う 場合において、 駐車の日時又は場所により 、交通の危

険又は交通の妨害を防止するための必要な条件を付すこ と ができる。

こ の場合において、 駐車許可証と 当該条件を記載した書面を別葉と する際

は、署長公印により 契印するものと する。

⑵ 標準処理期間

駐車許可の申請を受理してから駐車許可証を交付するまでの標準処理期間

は、受理日を含めて３日以内（ 土曜、日曜、休日及び年末年始の休日は含まな

い。 ） と する。

また、 駐車許可の申請場所が複数の警察署にまたがる場合の標準処理期間

は、受理日を含めて１週間以内（ 土曜、日曜、休日及び年末年始の休日は含ま

ない。 ） と する。

⑶ 指導

署長は、許可証交付時、申請者に対して次の事項を指導するこ と 。

ア 許可証は、当該車両の前面の見やすい箇所に掲示するこ と 。

イ 許可証を掲示すると きは、許可証の記載内容（ 番号標に表示されている番

号、許可を受けよう と する日時・ 期間、許可を受けよう と する場所、許可を

受けよう と する理由、許可年月日及び許可した警察署長名）を明示するこ と 。

ウ 現場において警察官の指示があっ た場合は、 これに従う こ と 。

エ 許可証に記載された事項及び条件を遵守するこ と 。

オ 許可証に記載された事項に変更がある場合は、速やかに駐車許可証記載事

項変更届により 記載事項変更届出を行う こ と 。

カ 許可証を亡失、汚損又は破損したと きは、速やかに駐車許可証再交付申請

書により 再交付申請を行う こ と 。

キ 許可証の許可期間内に許可証が必要なく なっ たと き又は許可証の再交付

後に亡失した許可証を発見等したと きは、当該許可証を速やかに駐車許可証

返納届出書により 返納するこ と 。

３ 補正

署長は、駐車許可の申請について前１ の規定に基づいた審査をした結果、不備

等を認めた場合は、当該申請者に対し、 その不備等を改めるよう 補正を求めるこ

と ができる。

４ 不許可処分

署長は、駐車許可の申請について前１ の規定に基づいた審査をした結果、上記

第６の１ の要件に該当しない事項、 その他不備等を認めた場合は、当該申請者に

対し申請内容を改めるよう 指導するこ と ができる。

なお、署長は、申請者が当該指導に従わないと きは、 当該申請を不許可と する



こ と ができる。

不許可の通知にあっ ては様式４号に定める駐車許可申請不許可通知書をもっ

て申請者に通知するものと するが、申請者が同通知書の受領を拒んだと きは口頭

により 同通知書の内容を告知するこ と 。

５ その他の申請等の手続

⑴ 駐車許可証記載事項変更届出

ア 変更内容

駐車許可証における記載事項変更箇所については、駐車する車両の変更に

限る。 ただし、車両の変更にあっ ては車体の大きさが現許可の車両と 概ね同

一又は小さいものに限る。

イ 変更手続き

署長は、駐車許可証記載事項変更届出を受理したと きは、添付書類により

当該申請が駐車する車両の変更に係るものか審査した上で当該変更内容を

許可証に変更記載し、変更箇所に署長公印を押印し、当該変更届を許可書末

尾に添付するものと する。

なお、 こ の手続における交付所要日数は、原則、即日と する。

⑵ 駐車許可証再交付申請

署長は、駐車許可証再交付申請を受理したと きは、駐車許可証再交付申請書

に記載された当該申請に係る許可の有効期間、記載事項等が現に許可している

内容と の相違について審査した上で、当該再交付申請書添付の駐車許可証に署

長公印を押印すると と もに当該再交付の駐車許可証の右上余白に「 再交付」 と

朱書きし、当該再交付申請書を許可書末尾に添付するものと する。

なお、 こ の手続における交付所要日数は、前２ (2)と 同じものと する。
⑶ 駐車許可証返納届

署長は、駐車許可証返納届を受理したと きは、返納届出書及び添付の駐車許

可証により 、 返納の理由を確認し、 受理するものと する。

第７ 駐車許可申請等取扱簿

１ 署長は、駐車許可申請、記載事項変更届出、再交付申請及び返納届に関する事

項を暦年ごと に、駐車許可申請取扱簿（ 様式第５号） 、 駐車許可証記載事項変更

取扱簿（ 様式第５号の２ ） 、 駐車許可証再交付取扱簿（ 様式第５号の３ ） 及び駐

車許可証返納取扱簿（ 様式第５号の４ ） にそれぞれ記載し、 前記第６に係る申請

書又は届出書及び添付書類と と もに保管して、 その経緯を明らかにしておかなけ

ればならない。

２ 署長は、駐車許可証（ 再交付申請に伴う 駐車許可証を含む。 ） を交付すると き

は、 申請者から駐車許可申請取扱簿の受領欄に署名を徴するものと する。

第８ 文書の保存



文書の保存は次のと おり と する。

第９ その他

１ 道路実態、交通実態、路外駐車場等の把握

駐車許可の適正な審査を図るため、管内の道路実態、交通実態、路上駐車場、

路外駐車場及び駐車禁止規制（ 貨物車限定解除規制等を含む。 ） がされていない

道路を把握し資料化するこ と 。

２ 交通部交通規制課と の連携

許可申請が次に掲げる場合に該当すると きは、 交通部交通規制課と 連携を図

り 、事務の適正化及び斉一化を図るこ と 。

⑴ 不許可処分を行う 場合

⑵ 審査請求等紛議が予想される場合

⑶ 手続上の疑義がある場合又は特異なもの

文 書 名 保存期間

駐車許可申請書 ３年

駐車許可証記載事項変更届 ３年

駐車許可証再交付申請書 ３年

駐車許可証返納届出書 ３年

駐車許可申請不許可通知書 ３年

駐車許可申請取扱簿 ３年

駐車許可証記載事項変更取扱簿 ３年

駐車許可証再交付取扱簿 ３年

駐車許可証返納取扱簿 ３年



別表第１

添 付 書 類

一駐車行為に

お け る 駐車許

可

〇 申請に係る車両の自動車検査証の写し又は自動車検査証記録事項の写し

原則、当該車両については、自動車検査証の使用者欄の氏名若しく は名称に

当該申請者が記載されているものと するが、 業務に関し関係法人等から提供を

受けている車両、 レンタ カー等の場合は、申請者の当該車両が申請者の業務管

理下にある自認書等を添付

なお、当該申請者が従業員等の私有車両等を借り 上げて業務に使用する場合

は、申請者が当該車両を借り 上げている証明書を添付

○ 当該申請に係る場所及び周辺の見取図
当該申請の駐車場所の周辺の建物又は施設の名称等が記載され、 申請に係る

車両の駐車位置が記載されたもの

〇 当該車両に係る用務を疎明する書面

用務を疎明する書面は、訪問・ 集配計画書、契約書、資格証等の写し等の既

存の書面で差し支えない。

ただし、訪問診療等に関する疎明資料と して、 医師の指示書や訪問先関係者

の病名記載された書面については、個人情報保護の観点から 、提出を求めない

こ と 。

自動車検査証の写し又は自動車検査証記録事項が記載された書面により 用務

が疎明できる場合は、用務を疎明する書面を添付するこ と は不要と する。

※ 定期的に申請を行う もので、過去に許可を受けた申請と 同内容の申請につい

ては、上記のもののう ち、 その内容に変更がある書類のみに限るこ と 。

包括駐車行為

に お け る 駐車

許可

○ 「 一駐車行為における駐車許可」 に同じ
○ 駐車許可申請期間中、同一時間に同一場所に駐車するこ と の説明書、業務計

画書等

（ 例示的には、貨物の積み卸し用務、介護保険法に規定する介護用務、緊急検

体の搬送用務、在宅酸素保守点検用務、税の徴収用務等の用務であるこ と の説

明書等。 ）

※ 定期的に申請を行う もので、 過去に許可を受けた申請と 同内容の申請につ

いては、上記のもののう ち、 その内容に変更がある書類のみに限るこ と 。

別表第２

申請種別 必 要 書 類

駐車許可証記

載事項変更

〇 駐車許可証記載事項変更届

○ 車両変更の場合
変更後の車両の自動車検査証の写し又は自動車検査証記録事項の写し

駐車許可証再

交付申請

○ 駐車許可証再交付申請書

駐車許可証返

納

〇 駐車許可証返納届出書

○ 現交付駐車許可証



様式第１号

駐車許可証記載事項変更届

年 月 日

警察署長殿

住所（所在地）

氏名（名称）

電話番号

その他の連絡先

許可証番号

許可証交付年月日

変更の内容

変更の理由

備 考



様式第２号

駐車許可証再交付申請書

年 月 日

警察署長殿

住所（所在地）

氏名（名称）

電話番号

その他の連絡先

許可証番号

許可証交付年月日

再交付申請の理由

備 考



様式第３号

駐 車 許 可 証 返 納 届 出 書

年 月 日

警察署長 様

申請者

住 所

（ 所在地）

氏 名

名称及び

代表者氏名

電 話

現 許 可 年 月 日 年 月 日

現 許 可 番 号

現 許 可 期 間 年 月 日から 年 月 日まで

返納の理由



様式第４号

年 月 日

様

警 察 署 長

駐 車 許 可 申 請 不 許 可 通 知 書

年 月 日付けで申請のあり ました駐車許可申請については、次の

理由で不許可と します。

この処分に不服があると きは、 この処分があっ たこと を知っ た日の翌日から起

算して３か月以内に、広島県公安委員会に対して審査請求をすること ができます。

また、 この処分があっ たこと を知っ た日（ 広島県公安委員会に対して上記審査

請求をした場合は、当該審査請求に対する広島県公安委員会の裁決があっ たこと

を知っ た日） の翌日から起算して６か月以内に、広島県を被告と して広島地方裁

判所にこの処分の取消しの訴えを提起すること もできます（ 訴訟において広島県

を代表する者は広島県公安委員会と なり ます。 ） 。

不許可の

理 由



注１　様式記載欄の不動文字は、 で囲むなどして使用し、記載内容に応じて変更して差し支えない。○
注２　電子申請の受理月日は、申請データを到達した日を記入する。
注３ 交付状況について電子申請の場合は、システムで交付可能と なっ た日を記載すること 。

年

～

受
領
者

月
日

/

受
領
者

月
日

/

受
領
者

月
日

/

否

書面

・

月
日

電子
(    /    )

適

・

・ 審査終了 (     /     )
・ 手続対象外 (     /     )
・ 補正（ ）    /     

・ 審査終了 (     /     )
・ 手続対象外 (     /     )
・ 補正（ ）    /     

・ 審査終了 (     /     )
・ 手続対象外 (     /     )
・ 補正（ ）    /     

・ 審査終了 (     /     )
・ 手続対象外 (     /     )
・ 補正（ ）    /     

・ 審査終了 (     /     )
・ 手続対象外 (     /     )
・ 補正（ ）    /     

様式第５号

駐車許可申請取扱簿

否

自

至

/ /

連絡状況等
（ 電子申請の場合のみ記入）

許可
の
適否

月
日

許可期間
許可
月日

申請
方法
受信日( )

受理
担当者

備考番号
申請者

（ 法人・ 氏名）
受理
月日

至

/

自

/

～

～

至

否

適

・

至

/

自

/

至

～・

～

適

自

/

適

・

否

/

書面

・

/

受
領
者

電子
(    /    )

電子
(    /    )

・

書面

交付状況

自

/

適

・

否

/

書面

・

書面

・

電子
(    /    )

受
領
者

/

電子
(    /    )



月
日

/

受
領
者

月
日

/

受
領
者

月
日

/

受
領
者

月
日

/

受
領
者

電子
(    /    )

電子
(    /    )

電子
(    /    )

車両

交付状況

月
日

/

受
領
者

/

・ 審査終了 (     /     )
・ 手続対象外 (     /     )
・ 補正（ ）    /     

/車両

/

・ 審査終了 (     /     )
・ 手続対象外 (     /     )
・ 補正（ ）    /     

/

車両

注１　様式記載欄の不動文字は、 で囲むなどして使用し、 記載内容に応じて変更して差し支えない。○
注２ 　 電子申請の受理月日は、申請データ を到達した日を記入する。

注３ 交付状況について電子申請の場合は、 システムで交付可能と なっ た日を記載するこ と 。

年

書面

・

書面

・

書面

・

書面

・

様式第５号の２

駐車許可証記載事項変更取扱簿

番号
申請
方法
受信日( )

申請者
（ 法人・ 氏名）

書面

・

受理
担当者

受理
月日

変更事項
現許可
番号

/

連絡状況等
（ 電子申請の場合のみ記入）

記載事項
変更月日

備考

/

・ 審査終了 (     /     )
・ 手続対象外 (     /     )
・ 補正（ ）    /     

電子
(    /    )

/

車両/

電子
(    /    )

・ 審査終了 (     /     )
・ 手続対象外 (     /     )
・ 補正（ ）    /     

/車両

・ 審査終了 (     /     )
・ 手続対象外 (     /     )
・ 補正（ ）    /     

/



番号 交付状況
連絡状況等

（ 電子申請の場合のみ記入）
備考

再交付
月日

申請
方法
受信日( )

受理
担当者

現許可
期間

現許可
番号

受理
月日

申請者
（ 法人・ 氏名）

電子
(    /    )

・ 審査終了 (     /     )
・ 手続対象外 (     /     )
・ 補正（ ）    /     

・ 審査終了 (     /     )
・ 手続対象外 (     /     )
・ 補正（ ）    /     

・ 審査終了 (     /     )
・ 手続対象外 (     /     )
・ 補正（ ）    /     

・ 審査終了 (     /     )
・ 手続対象外 (     /     )
・ 補正（ ）    /     

・ 審査終了 (     /     )
・ 手続対象外 (     /     )
・ 補正（ ）    /     

書面

・

電子
(    /    )

書面

・

電子
(    /    )

書面

・

電子
(    /    )

書面

・

/

/

月
日

/

月
日

/

受
領
者

書面

・

/

受
領
者

月
日

電子
(    /    )

受
領
者

月
日

/

注１　様式記載欄の不動文字は、 で囲むなどして使用し、記載内容に応じて変更して差し支えない。○
注２　電子申請の受理月日は、申請データを到達した日を記入する。
注３ 交付状況について電子申請の場合は、システムで交付可能と なっ た日を記載するこ と 。
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